
至急                     熊建産連発第６３号の１１ 

令和２年３月１２日 

 

 

建 産 連 各 団 体 の 長 様 

 

 

                   熊本県建設産業団体連合会 

                       会 長  土 井  建 

 

 

     型コロナウイルス感染症対策の感染拡大防止に向けた工事 

     及び業務の一時中止措置の延長等について（県からの通知） 

 

表題のことについて、熊本県農林水産部長及び土木部長連名にて別紙のとおり通知

がありましたのでお知らせいたします。 

 貴職から会員の皆様へ周知いただきますようお願いいたします。 

 

 

※ 「新型コロナウイルス感染症対策の感染拡大防止に向けた工事等の一時中止措置

等について」（令和２年２月２８日付け農林水第２１９号・監第８４９号通知）に

おいて取扱いを定めたところであるが、国土交通省の取扱いを踏まえ県における取

扱いを定めたもの。 

 

 ポイント 

  ・県の取扱い：一時中止の期間延長 令和２年３月３１日までの期間 

  ・国の取扱い：一時中止の期間延長 令和２年３月１９日までの期間 






















